
各都道府県介護保険主管部 (局 )長 殿

老 言「 第 10号
平成 12年 3月 17日

厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長

訪問介護の介護報rllに ついては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準 (訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてJ(平成 12年 3月 1

日付厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に おいて、その具体的な取扱いをお示ししてい

るところであるが、今般、別紙の通 り、訪間介護におけるサービス行為ごとの区分及び個々

のサービス行為の一連の流れを例示したので、訪間介護計画及び居宅サービス言1画 (ケ ァ

プラン)を作成する際の参考として活用されたい。

なお、「サービス準備 記録Jは、あくまでも身体介護又は家事援助サービスを提供する
際の十前準備等として行う行為であり、サービスに要する費用の額の算定にあたっては、

この行為だけをもつてして「身体介護J又は「家事援助Jの一つの申独行為として取 り扱
わないよう留意されたい。

また、今回示した個々のサービス行為の一連の流れは、あくまで例示であり、実際に利

用者にサービスを提供する際には、当然、利用者個々人の身体状況や生活実態等にl■ lした

取扱いか求められることを念のために中し添える。

訪出介護におけるサービス行為ごとの X分等について
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身体介護

1 身体介誰とは、OTl川]十の日‖(に 司11,触 してイiう 介助サービス (そ●ために―t,と な

|る■ll、 後かたつけ■の ■]の行為4含Ⅲ)、 0利用者の日常14活 lll作 (Al),)や
=お
1の

I向 _ヒのために|」 1者と共にイIう 自立支IIのため
`い

サービス、③そのlL専門的力;:|′ t術 (■

護を要する状態となつた要|¬である心■lの障F営やl・ 1ヽ■に伴って必要となる特Fサの専門

胸配慮)を も,,て 行う刊川者の日常■活上 社会■,舌 iのためのリービスをいう。(l・ に
介護等を要する状態が解消されたならはlilxと なる行為であて、ということができる。)

X ″|えは入浴や■■なとの行ん
=の
もの|■ たとえ

`江
を平する十年■か,::肖さ力て■日常■It“

要な行為であるか、■介護■態か,7‖ iさ れ′」月合 こ亨11,を「介
“

|14,行 ちは下
"と

なる。日

'に「4寺 |千の■門|1配正をもって行う司lWJに ついてt, 11J里モ■■,に,は t●セ●ち,|,■ か、この,`
もり介卍:状熊かOF消 さitたならば、流動,■■「■●つ■Fil冗慮JIよ T,と ,イ .

―ビス準備 記録等
サービス■備は、月■(介護サービスを提供する |・ の事前準備等とし′て行う行為てあ

り、状況に応 して以下のようなリービスを行う1,c)である。

1-0-1 健康,‐ ック
利用者の安否確認、顔色 発汗 体温年●lll庁 1,tttCチ ェック
1-O-2 環境整備
換気、空濡[ 日あたりの訓キ ベットまわりの簡単な常11等
1-0-3 相談擾動、1古報収集 絆供
1-O-4 リービス提供後の記録等

1-0 サ

1-1 排泄 食事介助

1-1-■  lll泄介助
1-1-1-1 トィレ利用
Oト イレまでC)安全確認→声かけ 説川]■ トイレの移動 (見守りを有 r.)→脱衣→
ll[便  排尿→後始末→着 ll→利用1年のi青潔介″,‐居車への移動→ヘルバー自身の活
潔動作

0(場合により)共禁 失UIIへのlJ f‐ (i=れ たjl服の処理、陰H` 臀部
'の

満潔介助、

便器等の‖ 11な 清掃を含む )
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1-1-1-2 ボータブルトイレ利用
0安全llt認→声かけ 説り」→I賢境整備 (防水シートを敷く、種i立を立てる、ポータ
ブル トイレを適切な位置に置くなと)→上位をとり1党衣 (失禁の確認)→ホータブ

,レ トイレヘの l・乗→lll便 り1尿→ l‐始末→立位をとつ着衣→利用者の清潔介助→元
の場所に戻り、安楽な姿勢の確保→ホータブルトイレの後婦末→ヘルバー自身oTI清

潔動作

0(場 合により)夫禁 失敗への対応 (汚れた衣月ドの処理、陰部 臀部の,吉潔介助)
1-1-1-3 おむつ交換
0声か |ナ 説明→物品準備 (湯  クオル ティッシュベーハー等)→新しいおむつ
の準備→■t衣 (おむつを開く→尿バットをとる)→に部 精部洗浄 (皮膚の状態な
どの観察、ハッティング、乾燥)→おむつのよ着→おむつの具合の確認→着衣→汚

れたおむつの後始末→使用l●品の後始末→ヘルバー自身の清潔動作

0(場合により)おむつから漏れて汚れたリネン等の交換
0(必要に応し)水分補綸

1-1-2 食事介助
O声かけ 説IIB(覚醒確認)→安全確認 (誤飲兆候の観察)→ヘルバー自身の清浮動
作→準備 (利用者の手伝い、排泄、エプロン タオル おしはりなどの物品準備)→
食事場所の環境整備→食事姿勢の確保 (ベ ッド上での座位保持を含む)→配膳→メニ

ユー 材料の説明→摂食介助 (おかすをきぎむ つぶす、吸い日で水分を補給するな
とを含む)→服薬′1助→安楽な姿勢の確保→気分の確認→llべ こはしの処理→後始末

(エ プロン タオルなどの後始末、下膳、残 :キの処理、l・器洗い)→ヘルバー自■lの
消潔動作

1-1-3 特段の専門的配慮をもって行う調理
0県下困難者のための流動食等の調理

1-2 清拭 入浴、身体整容

1-2-1 清拭 (全身清拭 )
Oヘルハー自身の身支度→物品準備 (湯 タオル 着替えなど)→声かけ 説Ill→顔
首の清「 ct→ 上半身1に衣

→ に半身の皮膚等の観察→ L肢の清拭→胸 腹の清拭→背の清
拭→上半身着衣→下肢脱衣→下肢の皮膚等の観察→下肢の清拭→l_部 臀部の清拭→
下肢着衣→身体状況の点検 確認→水分補給→使用物品の後始末→汚れた衣1ドの処理
→ヘルバー自身の清 f・動作

-130-



1-2-2 部分浴
1-2-2-1 手浴及び足浴
0ヘルバー自身の Ll支■→物品■備 (湯  タオルなど)→声かけ 説明‐適切な体

イIの確保→脱衣‐度li等の観察→手浴 足浴→身llを |よ く 乾か
'→
lj衣→安楽な

姿すの確保→水分制i綺‐月休1't況のデlll 確認→使用11カ品lT後始■→ヘルバー「]■

げ)i高潔動欄1

1-2-2-2 洗髪
0ヘルブ`一自身の身支E→物.T準 備 (湯  タオハ′など)‐声かけ 説 ll→迪tlな ,11

位のlt保→洸髪→髪を拭く 乾かす→安■な姿1ltr it保→よ分補給→月|1状
''」

の点

検 確認→ ll l‖ 物nlの後始末→ヘルバー自身17■潔動作

1-2-3 全身浴
0安 全確認 (浴室での安全)→声かけ 説■」→ ,件 l■ の清掃→揚はり‐物品準備 (タ ヨ
,レ 着替えなど)‐へ,|パー自身の ILI ttl● →リト‖tの確認→ lt衣車の 温ヽ度lt認→脱衣‐

ル膚等の観察‐浴室へ ll移動→湯温の確認→入湯→it休 すすぎ‐洗髪 すす●→入

湯→体をlrlく →若・
l→

'体
状況C'点検 確認→■の乾爆、整

=→
:`室から居室への移

動→水分補給→:,れた衣服の処理→浴把の

「
単な後11i末→ ll・用物品の後姑末→ヘル

バー自身の身支度、清浮動(11

1-2-4 洗面等
〇洗面可iま での安全確認→声かけ 説Oll→洗面所へC)移動→庄 l‐ 確保→物品準備 (」 i
ブラジ、歯f・・き粉、カーせなど)→洗面川具準備→・tt面 (タ オツ|で

"を
拭く 轟磨き

見守り 介助、うがい見守り 介助)‐居室への移三1(見守りを含む)→使ll物品の

後始末→ヘルハー自身の清潔動作

1-2-5 身体整容 (日 常的な行為としての身体整容 )
0声 かけ 説明→鏡台等への移動 (見守りを含t,)‐座

「

fll保‐物品lflキ備→整容 (■

足の爪さり、IIそ うし 髭の手入れ、髪の手入
't、

簡単な化粧)→使‖1物吉:の後始末

→ヘルバー自身の満潔動作

1-2-6 更衣介助
0声 かけ 説明→着苦えの準備 (寝間着 下着 夕1出若 靴下等)→上半身I莞衣→上

十身若衣→ 下半身脱衣→下半身着衣→靴Tを 脱がせる→靴下を履かせる→若苦えた

衣類を洗濯 lll置 き場に運ふ→スリッパや‖しを履かせる。
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・ ―
mヽ
一

介地二外出介助

1-3-1 体位変換
0声 かけ 説明‐体位変換 (■

'臥
位から側■位、11臥位から仰臥イi)→良肢位の確保

(1彙 肩をひく等)→安楽な姿勢の保持 (座布団 バツトなとあて物をする等)→確

認 (安楽なのか、めまいはないのかなど)

,-3-2 移乗 移動介助
1-3-2-1 移乗
0中いすの準備→声かけ 説IIB→ブレーキ タイヤ等の確認→ベツトサイドで端庄

位の保持→こ位→車いすに庄らせる→座 l‐の確保 (後 ろにひく、すれを防ぐためあ

て物をするなど)→フットレストを下けて片方ずつ足を栞せる→気分の確認

0そ の他の補装具 (歩行器、1■ )の準備→声かけ 説明→移栞→気分の確認

1-3-2-2 移動
0安全移動のための通路の確保 (廊 ド 居室内等)→声かけ 説明→ lt動 (車いす

を押す、歩行器に手をかける、手を弓くなど)→気分の確認

1-3-3 通¨
O声かけ 説明→日的

'世

(病院等)に行くための準備→ハス等の交通機関への乗 l●

→気分の確認→受診等の手続き

0(場 合により)院内の移動等の介助

1-4 起床及び就寝介助

1-4-1 起床 就寝介助
1-4-1-1 起床介助
0声かけ 説明 (覚醒確認)→ベツトサイドでの端座位の諄保→ベツトサイドでの

起き上がつ→ベットからの移動 (両手を引いて介助)→気分の確認

0(場合により)布 団をたたみ押入に入れる

1-4-1-2 就寝介助
O声かけ 説明→準備 (シーツのしわをのはじ食べかすやはこりをはらう、布「]や
ベット上のものを片づける等)→ベッドヘの移・|(両 手を弓いて介助)→ベッドサ

イドでの端座l~の確保→ベツト上での仰 llイi又は側臥位の確保→リネンの快適さ
`)

確認 (掛け物を気温によって調整する等)→気分の確認

0(場合により)布 ]を牧く
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1-5 服葉介助

〇水の準備→配剤された薬をテーブルの上に出し、確認 (飲み忘れないようにする)→

本人が薬を飲むのに手伝う→後かたづけ、確認

上二■_旦立生遁
=量
⊇止⊇⊇旦立夕蠅型匹皇塾≧塾塁型工L血上2重点J｀ら安全を確保

立22■ lin三二二重上態で重う見守り等)

0利用者と一緒に手助けしなから行う調理 (安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)

○入浴、更衣等の見守り (必要に応して行う介助、転倒予17」のための声かけ、気分の確

認などを含む)

○ベットの出入り時なと自立を促すための声かけ (声かけや見守り中心て必要な時だけ

介助 )

〇移動時、転倒 しないように側について歩く (介護は必要時だけで、事故がないように

常に見守る)

O車いすでの移動介助を行つて店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助

○洗濯物をいつしょに千したりたたんたりすることにより自立支援を促すとともに、転

倒予防等のための見守り 声かけを行う。
O痴呆性の高齢者の方といつしよに冷,蔵庫の中の整理等を行うことにより、生活歴の喚

起を促す
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2 家事援助

1 家事援助とは、身体介護以外の訪 日介護であつて、掃 l・l、 洗濯、訓型などの日常生活の

援助 (そのために必要な一連の行為を言む)であり 利用者が単身、家族か障害 疾病な
どのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。 (家事援助

は、本人の代行的なサービスとしてl~置づけることができ、仮に、介護等を要する状態か

解消されたとしたならは、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということがで

|き る)

I X ,の ような行為1ま家事l‐助の内容にきまれないもつてあるので留意すること.

l   ① 商品の販売 票作業等生業|サ援助的な行為
:   ② 直接、本人の日常生活の援助に属しないとIJLlされる行為

2-0 サービス準備等
サービス準備は、家事援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であ

り、状 )せに応して以下のようなサービスを行うものである。

2-0-1 健康チェック
利用者の安否確認、顔色等のチエック

2-0-2 環境整備
換気、室温 日あたりの調整等
2-0-3 相談援助、情報収集 提供
2-0-4 サービスの提供後の記録等

2-1 掃除

C居室内や トイレ、卓上等の清掃

0ゴ ミ出し

O準備 後片づけ

2-2 洗濯

〇洗濯機または手洗いによる洗濯

O洗 |た物の乾燥 (物 1・ し)

0洗濯物の取り入れと収llll

oア イロンかけ
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2-3 ベッドメイク

0利 1日者不在のベットでのシーッ交lt、 布 Jカハーの交換等

2三 +_衣類の整理 被服の壇修

0衣類の整ll(夏  冬l」■の人れ書え等)
011月「の補じ (ホ タン1寸 け 破ilの缶[修等)

2-5 -111勺な調理、配下:善

●西」1浮 後||づけのみ
0-般的な・llJ里

?_ 6 s~喧物 来の受け取り

Cll市 1111年の買い物 (内容口)lt,|:、 品物 llり 銭の1確認を含 L)

0業の受け収つ
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